
主要地方道伊勢南島線雨量規制検討委員会設置要領 

 

（名称） 

第１条 本会は、「主要地方道伊勢南島線雨量規制検討委員会」（以下、「委員会」とい

う。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、主要地方道伊勢南島線（以下、「本線」という。）の災害防除工事

等の進捗に伴う異常気象時通行規制区間の規制基準見直し（以下「見直し」とい

う）について検討を行い、三重県に助言することを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次の事務事項を所掌する。 

一 本線の防災点検・工事に関すること 

二 本線の災害履歴に関すること 

三 その他、見直しに必要と認められる事項に関すること 

  

（組織） 

第４条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。 

一 委員は、知事が委嘱する。 

二 委員長は、委員の中から知事があらかじめ指名する。 

三 前項の規定に関わらず、委員会が必要と判断した場合においては、臨時的に

第三者を委員とすることができる。また、委員にやむを得ない事由が生じ、

委員会への出席が困難になった場合も同様とする。 

四 委員の任期は、委員会開催時までとする。 

 

（委員会） 

第５条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。 

一 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、三重県伊勢建設事務所内に置く。 

 

（雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別にこれ

を定める。 

 

附則 

 この要領は、令和７年１０月２７日から適用する。 
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